
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

産

業

廃

棄

物

処

理

施

設

の

変

更

許

可

申

請

に

つ

循

環

型

社

会

推

進

課

い

て

の

縦

覧

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

地

域

森

林

計

画

の

決

定

林

政

課

○

地

域

森

林

計

画

の

変

更

〃

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

〃

○

土

地

収

用

法

に

基

づ

く

事

業

の

認

定

監

理

課

【

公

告

】

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

中

山

間

・

地

域

振

興

課

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和６年１月１６日 第１２５６５号



 
 

◎
岡
山
県
告
示
第
十
二
号 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二

の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。 

こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
許
可
申
請
書
及
び
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
変
更
す
る
こ

と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

な
お
、
こ
の
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
生
活
環
境
の
保
全

上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

申
請
の
概
要 

１ 

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

(1) 

名
称 

エ
コ
シ
ス
テ
ム
山
陽
株
式
会
社 

(2) 

住
所 

岡
山
県
久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
火
の
谷
一
一
二
五 

(3) 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

山
田 
耕
司 

 

２ 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所 

岡
山
県
久
米
郡
美
咲
町
吉
ケ
原
字
長
尾
六
五
九
番
二
、
字
池
ノ
内
六
六
七
番 

３ 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類 

汚
泥
の
焼
却
施
設
、
廃
油
の
焼
却
施
設
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
、
廃
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処
理
物
の
焼
却
施
設
、

産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設 

４ 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類 

(1) 

産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
除
く
。
） 

燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、

繊
維
く
ず
、
動
植
物
性
残
さ
、
ゴ
ム
く
ず
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず

（
が
れ
き
類
を
除
く
。
）
・
陶
磁
器
く
ず
、
鉱
さ
い
、
が
れ
き
類
、
ば
い
じ
ん
（
こ
れ
ら
の
う
ち

石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
及
び
水
銀
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
を
除
き
、
水
銀
含
有
ば
い
じ
ん
等

（
水
銀
回
収
義
務
対
象
品
を
除
く
。
）
を
含
む
。
） 

以
上
十
六
種
類 

(2) 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物 

廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
汚
染
物
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
処 

理
物
（
こ
れ
ら
の
う
ち
低
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
に
限
る
。
）
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、

廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
鉱
さ
い
、
ば
い
じ
ん 

以
上
十
種
類 

 

５ 

申
請
年
月
日 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日 

二 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

１ 

期
間 

こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
十
六
日
ま
で 

２ 

場
所 

岡
山
県
美
作
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課
、
美
咲
町
住
民
生
活
課
及
び
美
咲
町
柵
原
総
合
支
所

地
域
振
興
課 

三 

意
見
書
の
提
出 

１ 

期
限 

令
和
六
年
三
月
一
日 

２ 

提
出
先 

令和６年１月１６日　岡山県公報　第１２５６５号



 

 

岡
山
県
美
作
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課 

３ 

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項 

(1) 

意
見
書
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所 

(2) 

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所 

(3) 
施
設
の
設
置
場
所 

(4) 
施
設
の
種
類 

(5) 

生
活
環
境
の
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
（
日
本
語
に
て
記
載
す
る
こ
と
。
） 

令和６年１月１６日　岡山県公報　第１２５６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
三
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

指
定
年
月
日 

ホ
リ
エ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総
社
市
駅
前
一
―
八
―
七
二 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日 

さ
く
ら
薬
局 

倉
敷
イ
ン
タ
ー
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
西
坂
七
五
二
―
七 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
六
年
一
月
一
日 

令和６年１月１６日　岡山県公報　第１２５６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
四

月
一
日
以
降
十
年
間
に
お
け
る
旭
川
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
定
め
た
の
で
、
当
該
計
画

書
を
岡
山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和６年１月１６日　岡山県公報　第１２５６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
梁
川
下
流

森
林
計
画
区
及
び
吉
井
川
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
当
該
計
画
書
を
岡

山
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
町
村
役
場
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

令和６年１月１６日　岡山県公報　第１２５６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
下
加
茂
字
市
場
一
〇
六
八
の
一
、
一
〇
八
〇
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
市
場
一
〇
六
八
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

、
一
〇
八
〇
の
二

。
）

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
吉

「

備
中
央
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

令和６年１月１６日　岡山県公報　第１２５６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

岡
山
市
北
区
建
部
町
建
部
上
字
今
福
二
一
七
、
二
一
八
、
二
二
一
の
一
、
二
二
一
の
二
、
二
二
二

か
ら
二
二
七
ま
で
、
二
二
八
の
一
、
二
二
八
の
二
、
二
二
九
、
二
三
〇
、
二
三
六
の
第
一
、
二
三
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
今
福
二
一
七
・
二
二
一
の
一
・
二
二
二
・
二
三
七
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る

、
二
二
三
か
ら
二
二
七
ま
で
、
二
二
八
の
二
、
二
二
九
、
二
三
〇
、
二
三
六

。
）

の
第
一

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
岡

「

山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

令和６年１月１６日　岡山県公報　第１２５６５号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
梁
市
落
合
町
阿
部
字
明
体
三
四
二
三
、
三
四
二
四
の
二
、
三
四
三
二
、
三
四
三
三
、
三
四
三
四

の
三
、
三
四
三
五
、
三
四
三
八
の
一
、
三
四
三
八
の
三
、
三
四
三
九
の
一
、
三
四
四
一
の
一
、
三
四

四
二
の
一
、
三
四
四
七
、
三
四
四
八
の
三
、
三
四
六
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
明
体
三
四
二
三
・
三
四
二
四
の
二
・
三
四
三
二
・
三
四
三
三
・
三
四
四
七
・
三
四
六
〇

（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
高

「

梁
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
梁
市
巨
瀬
町
字
背
禿
山
ノ
内
女
夫
岩
一
一
六
三
の
四
〇
、
一
一
六
三
の
一
一
六
か
ら
一
一
六
三

の
一
二
二
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
背
禿
山
ノ
内
女
夫
岩
一
一
六
三
の
四
〇

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
高
梁
市
役
所
に
備
え

「

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
上
光
川
北
三
〇
一
一
の
三
八
、
三
〇
一
四
の
一
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
上
光
川
北
三
〇
一
一
の
三
八

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
高
梁
市
役
所
に
備
え

「

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
上
光
川
北
三
〇
一
四
の
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備
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三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
高
梁
市
役
所
に
備
え

「

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
号 

 

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
を
認
定
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

起
業
者
の
名
称 

津
山
市 

二 

事
業
の
種
類 

津
山
市
大
崎
公
民
館
移
転
新
築
事
業 

三 

起
業
地 

１ 

収
用
の
部
分 

岡
山
県
津
山
市
金
井
字
三
反
田
地
内 

２ 

使
用
の
部
分 

な
し 

四 

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由 

１ 

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

津
山
市
大
崎
公
民
館
移
転
新
築
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
二
十

二
号
に
掲
げ
る
「
社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
に
よ
る
公
民
館
」
に
該
当

す
る
施
設
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ

れ
る
。 

２ 

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
津
山
市
は
、
本
件
事
業
を
「
津
山
市
第
五
次
総
合
計
画
後
期
実
施

計
画
（
令
和
四
年
五
月
策
定
）
」
に
位
置
付
け
て
お
り
、
本
件
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
財
源

措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

３ 

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

(1) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
二
階
建
て
の
既
存
公
民
館
を
平
屋

建
て
に
す
る
こ
と
で
高
齢
者
や
障
害
者
、
妊
婦
の
方
々
等
様
々
な
利
用
者
が
活
動
し
や
す
く
な

り
、
ま
た
自
家
用
車
で
の
利
用
が
多
い
当
該
施
設
に
対
し
、
周
辺
道
路
の
幅
員
が
広
く
、
必
要

な
駐
車
台
数
二
十
台
を
確
保
で
き
る
敷
地
へ
移
転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
施
設
利
用
者
の
利
便
性

の
向
上
に
相
当
の
寄
与
が
見
込
ま
れ
る
。 

ま
た
、
本
件
事
業
の
計
画
に
お
い
て
は
、
①
農
地
等
の
利
用
や
周
辺
住
民
に
与
え
る
影
響
が

少
な
い
こ
と
、
②
幹
線
道
路
等
に
沿
っ
て
お
り
、
大
崎
地
区
の
ど
の
場
所
か
ら
も
交
通
の
利
便

性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
津
山
市
公
民
館
整
備
方
針
に
定
め
る
必
要
面
積
が
確
保
で
き

る
こ
と
、
④
敷
地
造
成
が
容
易
で
あ
り
、
整
備
に
係
る
経
費
が
安
価
で
あ
る
こ
と
、
⑤
土
砂
災

害
警
戒
区
域
及
び
河
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
区
域
外
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
複
数
の

候
補
地
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
最
適
と
な
る
案
を
採
用
し
て
い
る
。 

(2) 

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
が
環
境
影
響
評
価
法
（
平

成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
等
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
対
象
事
業
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
保
護

の
た
め
特
別
の
処
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
本
件
事
業
地
内
の
土
地

に
お
け
る
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
に
よ
る
周
知
の
埋
蔵
文
化

財
包
蔵
地
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
軽
微
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

(3) 

(1)
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と
(2)
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
本
件
事
業
は
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

４ 

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て 

本
件
事
業
に
つ
い
て
は
、
自
家
用
車
で
の
利
用
者
の
多
い
当
該
施
設
に
対
し
、
必
要
な
駐
車
場 
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面
積
が
確
保
可
能
な
敷
地
へ
移
転
し
、
ま
た
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
採
用
、
新
耐
震
基
準

に
適
合
し
た
施
設
を
新
築
整
備
す
る
こ
と
で
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
各

種
講
座
や
会
議
等
の
開
催
時
に
は
路
上
駐
車
が
発
生
し
、
往
来
の
危
険
を
招
い
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
地
域
住
民
か
ら
そ
の
早
期
完
成
を
強
く
要
望
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る

べ
き
事
業
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に

供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。 

５ 

結
論 

１
か
ら
４
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。 

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の

で
あ
る
。 

五 

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

津
山
市
地
域
振
興
部
生
涯
学
習
課 
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〔
一
六
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

玉

野

市 

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称 

令
和
四
年
六
月 

 
 

 
 

～ 

令
和
五
年
十
月 

調
査
を
行
っ
た
期
間 

玉
野
市
の
地

籍
図
及
び
地

籍
簿 

成
果
の
名
称 

南
七
区
の
一

部 調
査
を
行
っ

た 

地 

域 

令
和
六
年
一
月
九
日 

認 

証 

年 

月 

日 
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〔
一
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
長

浜
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
、
路
線

測
量
及
び
現
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

終

了

年

月

日 
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〔
一
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
真
備
町
妹
地

内 測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
等
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

終

了

年

月

日 
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〔
一
九
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
作
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

 

  

久
米
郡
美
咲
町
西
川

上
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

終

了

年

月

日 
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〔
二
〇
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
高
梁
川
・
小
田
川
緊
急
治
水
対
策
河

川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。 

令
和
六
年
一
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
酒
津
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
一
月
七
日 

終

了

年

月

日 
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